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令和４年度税制改正の大綱の概要 

（令和３年 12 月 24 日 閣議決定） 

 

成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と積

極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、ス

タートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するため

の措置を講ずる。また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅

ローン控除等を見直す。加えて、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税

等の負担調整措置について、激変緩和の観点から所要の措置を講ずる。具体的には、

次のとおり税制改正を行うものとする。 

 

 

個人所得課税 

○ 住宅ローン控除制度の見直し 

・住宅ローン控除の適用期限を４年延長し、令和７年末までの入居者を対象とす

るとともに、カーボンニュートラルの実現の観点から、省エネ性能等の高い認定

住宅等につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額の上乗せを行う。 

・控除率を 0.7％とするとともに、所得要件を 2,000万円とする。 

・新築住宅等について控除期間を 13年とするほか、令和５年以前に建築確認を受

けた新築住宅について、合計所得金額 1,000万円以下の者に限り、40㎡以上の住

宅を控除対象とする。 

 

 

資産課税 

○ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し 

・格差の固定化防止等の観点を踏まえ、限度額を見直した上で、適用期限を２年

延長する。 

○ 登録免許税におけるキャッシュレス納付制度の創設 

・登録免許税をクレジットカード等により納付することを可能とする制度を創設

する。 

○ 土地に係る固定資産税等の負担調整措置 

・土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、令和４年度に限り、商業地

等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の 2.5％（現行：５％）とする。 
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法人課税 

 

 

 

 

 

○ 積極的な賃上げ等を促すための措置 

- 大企業等 

・令和５年度末を期限として、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が３％

以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15％の税額控除を行

うとともに、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が４％以上である場合

には、税額控除率に 10％を加算し、教育訓練費の対前年度増加割合が 20％以上

である場合には、税額控除率に５％を加算する措置を講ずる。 

・令和５年度末を期限として、法人事業税付加価値割において、継続雇用者給与等

支給額の対前年度増加割合が３％以上である場合に、雇用者給与等支給額の対前

年度増加額を付加価値額から控除する措置を講ずる。 

・一定規模以上の大企業に対しては、給与の引上げの方針、取引先との適切な関係

の構築の方針等を公表していることを要件とする。 

- 中小企業 

・雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が 1.5％以上である場合に、雇用者給与

等支給額の対前年度増加額の 15％の税額控除を行うとともに、税額控除の上乗せ

措置として、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が 2.5％以上である場合に

は、税額控除率に 15％を加算し、教育訓練費の対前年度増加割合が 10％以上で

ある場合には、税額控除率に 10％を加算する措置を講ずる。 

○ オープンイノベーション促進税制の拡充 

・出資の対象会社に、設立 10 年以上 15 年未満の売上高に占める研究開発費の割

合が 10％以上の赤字会社を追加する等の見直しを行う。 

○ ５Ｇ導入促進税制の見直し 

・地方でのネットワーク整備を加速する等の観点から、対象設備の要件や税額控

除率等の見直しを行う。 

○ 大法人に対する法人事業税所得割の軽減税率の見直し 

・外形標準課税対象法人（資本金１億円超の法人）の年 800 万円以下の所得に係

る軽減税率を廃止し、標準税率を 1.0％とする。 

○ ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し 

・導管部門の法的分離の対象となる法人等が行う事業（導管事業を除く。）につい

ては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により課することとし、その

他の法人が行う事業（導管事業を除く。）については他の一般の事業と同様とす

る。 
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消費課税 

○ 自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設 

・自動車重量税をクレジットカード等により納付することを可能とする制度を創

設する。 

○ 航空機燃料税の税率の見直し 

・航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を見直した上で、適用期限を１年

延長する。 

○ 沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の段階的廃止等 

・沖縄の復帰に伴う激変緩和措置として設けられた沖縄県産酒類に係る酒税の特

例について、復帰 50 年を迎え、酒類製造業界から提言がなされたことなどを踏

まえ、沖縄の酒類製造業の自立的発展に向けた施策の一環として、最長 10 年を

かけて段階的に廃止する。 

 

 

 

納税環境整備 

 

 

 

 

○ 税理士制度の見直し 

・税理士は、業務のＩＣＴ化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努

めるものとする旨の規定を創設する。 

・若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材確保を図るため、受験資格要

件の緩和を実施する。 

○ 記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応 

・記帳義務を適正に履行しない納税者への過少申告加算税等の加重措置を整備す

る。 

・証拠書類のない簿外経費についての必要経費・損金不算入措置を創設する。 

○ 財産債務調書制度の見直し 

・提出期限を後倒しするなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正

な課税を確保する観点から、現行の提出義務者に加えて、特に高額な資産保有者

については所得基準によらずに本調書の提出義務者とする措置を講ずる。 

○ 地方税務手続のデジタル化 

・ eLTAX（地方税のオンライン手続のためのシステム）を通じた電子申告・申請の

対象手続や電子納付の対象税目・納付手段を拡大する。 
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関税 

○ 暫定税率等の適用期限の延長等 

・令和３年度末に適用期限の到来する暫定税率（412品目）の適用期限を１年延長

する等の措置を講ずる。 

○ 海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化 

・改正商標法及び意匠法の施行に合わせ、海外事業者から国内の事業性のない者

に宛てて郵送等で持ち込まれた模倣品（商標権等侵害物品）を関税法の「輸入し

てはならない貨物」として規定するとともに、事業性のない輸入者に対する罰則

の除外及び侵害物品の認定手続に係る所要の規定の整備を行う。  


